
 

令和 7 年１０月 
 

保護者様 
 

学校給食における食物アレルギー対応について 
             

 豊明市教育委員会 
 

愛知県が発行した「学校における食物アレルギー対応の手引き」を基に、豊明市では食物

アレルギーを有する児童生徒の安全性を最優先として以下のように対応しています。 

食物アレルギーを有する児童生徒の保護者は、「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」 

を医師に記入してもらい学校に提出 

学校は、毎月詳細な献立表を希望される保護者に配付 

保護者は、確認後、学校で除去する献立、食品を報告 
※給食センターでは、詳細な献立説明会を毎月１回行っています。 

 
 

Ｑ1 学校給食において食物アレルギーの対応を行う場合とは、どのようなことですか。  
Ａ 詳細な献立表配付、無配膳対応、一部弁当持参、完全弁当持参を指します。 
   ・無配膳対応・・・主食、飲用牛乳、副食においてアレルゲンを含むものについては配

膳しない対応のこと。 
   ・一部弁当持参・・その日の給食の献立において無配膳となる主食、飲用牛乳、副食に

ついて、自分で持参すること。 
    ・完全弁当持参・・学校給食の提供が困難である対象者において、毎日弁当を持参す

ること。 
   
 
 
 
 
 

※乳アレルギーのある人のみ代替として、希望者に豆乳を配膳（別途申請書必要） 
 
 
 
 
 



 

 
Ｑ2 詳細な献立表とは何ですか。 

Ａ 主食及び副食に含まれるアレルゲンのうち「特定原材料」「特定原材料に準ずるもの」28
品目の有無のわかる献立表です。（下記参照） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｑ3 家庭では医師の指導を受けて原因食品を少量ずつ食べていますが、学校でも同じように

対応できませんか。 

Ａ  体調の変化があったり、大量調理である学校給食では計算どおりの量とならないことが

あったりして、重大な事故につながる危険がありますので、安全性を最優先とする観点

から学校給食ではアレルゲンを含む食品・料理は一切提供しない対応とします。 
 
Ｑ4 学校給食で使用しない食品はありますか。 

Ａ  令和７年４月から、「そば、落花生（ピーナッツ）、くるみ、カシューナッツ」に加え、「か 
に、あわび、いくら、キウイフルーツ、マカダミアナッツ、やまいも、ピスタチオ、ペカ 
ンナッツ、ヘーゼルナッツ、たらこ、ししゃも」を使用しないこととなりました。 
（※ただし、かにを捕食していること、かにが生息している海域で採取していること等

によるコンタミネーションの注意喚起表示がある食品は使用します。） 
 
 
 
 学校生活管理指導表が提出されない場合は食物アレルギーに関する対
応ができませんのでご承知おきください。 

 

問い合わせ先 豊明市立学校給食センター 中央調理場 0562－92－5730 

                栄調理場 0562－97－3901 


